
平成２９年１２月１４日  
 
国立市議会議長 大和 祥郎 様 

 

提出者 遠藤 直弘            提出者 石井 伸之  

〃  青木 健              〃  髙柳 貴美代  

〃  大谷 俊樹             〃  藤江 竜三  

〃  稗田 美菜子            〃  渡辺 大祐  

〃  石井 めぐみ            〃  高原 幸雄  

〃  尾張 美也子            〃  住友 珠美  

〃  中川 喜美代            〃  小口 俊明  

〃  青木 淳子             〃  重松 朋宏  

〃  関口 博              〃  藤田 貴裕  

〃  上村 和子             〃  望月 健一  

    

                       

 
議 案 の 提 出 に つ い て 

 
議員提出第  １２  号議案  

 

国立市議会政治倫理条例案 
 

上記の議案を次のとおり､地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条の

規定により提出します。 



（説 明） 市議会の議員の政治倫理基準のほか、市議会の議員が役員をす

     る企業等の市との請負契約等の辞退及び指定管理者の指定の禁止

     等を定めるため、条例を制定するものである。 

 

   国立市議会政治倫理条例案 

 

 （目  的） 

第 １ 条 この条例は、市議会の議員（以下「議員」という。）が、市民の

 信託を受けた者として、その権限又は地位の影響力を不正に行使して自己

 又は特定の者の利益を図ることのないよう政治倫理基準を定めるとともに、

 必要な措置を講じ、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目

 的とする。 

 （議員の責務） 

第 ２ 条 議員は、市民全体の代表として求められる人格と倫理を自覚し、

 この条例に違反する疑いがあるときは説明責任を果たさなければならない。 

 （政治倫理の宣誓） 

第 ３ 条 議員は、その任期の開始の日以後、政治倫理に関する研修を受け、

 この条例を遵守する旨の宣誓を行わなければならない。 

２ 前項に規定する宣誓は、宣誓書を議長に提出することにより行わなけれ

 ばならない。 

 （政治倫理基準） 

第 ４ 条 議員は、その任期において、市民全体の代表者としてその品位と

 名誉を損なうおそれのある一切の行為を慎むものとし、その職務に関して

 不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならず、かつ、次に掲げ

 る政治倫理基準を遵守しなければならない。 

 （１） その地位を利用して、金品等（金銭、物品その他の財産上の利益

  又は供応接待その他のもてなし行為をいう。）を不正に授受しないこと。 

 （２） 市（市が設立した公社並びに市が資本金、基本金その他これらに

  準ずるものの２分の１以上を出資し、又は拠出している公益法人、株式

  会社及び有限会社を含む。）が行う工事等の請負契約（下請負を含む。

  ）、業務委託契約及び物品納入契約（以下「請負契約等」という。）並

  びに指定管理者の指定に関する特定の業者の推薦、紹介等、特定の業者



  が有利となる取り計らいをしないこと。 

 （３） 職員（再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

  第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

  くは第２項の規定により採用された職員をいう。）、嘱託員及び臨時職

  員を含む。以下同じ。）の公正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不

  正に行使するよう働きかけないこと。 

 （４） 職員の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介を行わないこと。 

 （５） セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の人

  権侵害のおそれのある行為をしないこと。 

 （６） 政治活動に関し、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）

  に規定する寄附以外の寄附を受けないこと。 

 （７） 国立市市税賦課徴収条例（昭和２９年６月国立市条例第５号）第

  ３条第１項第１号から第３号までに掲げる市税及び国立市国民健康保険

  税条例（昭和３４年４月国立市条例第１３号）第１条に規定する国民健

  康保険税の完納又は健全な計画に基づく分納等を誠実に行うこと。 

 （８） 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に違反するおそれのあ

  る行為をしないこと。 

 （請負契約等の辞退） 

第 ５ 条 議員がその任期において、役員（法人の無限責任社員、取締役、

 執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び精算人並びに

 人格のない社団又は財団の代表者又は管理人をいう。以下同じ。）をし、

 又は実質的に経営に携わっている企業及び団体（以下「企業等」という。）

 並びに議員の配偶者若しくは二親等以内の親族が役員をしている企業等（ 

 以下これらを「関係企業等」という。）は、地方自治法（昭和２２年法律

 第６７号）第９２条の２の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさ

 せないため、市が行う請負契約等を辞退するよう努めなければならない。 

２ 前項に規定する「実質的に経営に携わっている」とは、議員が資本金そ

 の他これに準ずるものの３分の１以上を出資していることをいう。 

３ 関係企業等を有する議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、第１

 項の規定により市が行う請負契約等を辞退するときは、責任をもって当該

 関係企業等が作成した辞退届を提出しなければならない。 

４ 前項の辞退届は、議員の任期開始の日又は該当事由の発生した日から３



 ０日以内に、議長に提出するものとする。 

５ 前２項の規定により辞退届が提出されたときは、議長は、当該辞退届を

 市長に送付しなければならない。 

６ 市は、辞退届を提出した企業等と請負契約等を締結することができない。 

 （指定管理者の指定の禁止） 

第 ６ 条 関係企業等は、地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定

 管理者となることができない。ただし、他に適当な指定管理者がない等や

 むを得ない事情のあるときは、この限りでない。 

 （人権侵害のおそれのある行為に関する措置） 

第 ７ 条 議会は、第４条第５号に規定する人権侵害のおそれのある行為に

 関する職員からの苦情の申出を受け付けるため、必要な措置を講じなけれ

 ばならない。 

 （委  任） 

第 ８ 条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。  

 

 

   付 則 

 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


